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   ○美作市地域おこし協力隊に関する取扱要綱 

令和6年3月29日 

告示第53号 

  

（趣旨） 

第１条 この告示は、美作市地域おこし協力隊規則（令和６年美作市規則第14 

 号。以下「規則」という。）に規定する美作市地域おこし協力隊の隊員に関

する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。 

 （活動の対価） 

第２条 規則第10条及び第16条の活動の対価は、別表に定めるとおりとし、市

が直接支出する。 

（活動経費等） 

第３条 規則第11条及び第17条の地域協力活動に必要な経費（以下「活動経費」

という。）は、別表に定めるとおりとし、予算の範囲内において、市が直接

支出する。 

２ 前項の規定に基づき支出する総額は、隊員（規則第３条第３号に規定する

隊員をいう。以下同じ。）１人あたり年間200万円を上限とする。ただし、美

作市地域おこし協力隊活動費補助金を交付する場合は、該当補助金の額と前

項の規定に基づき支出する額を合計した額が、上限を超えてはならない。 

（活動計画） 

第４条 隊員は、隊員の受入れを行う団体（以下「受入れ団体」という。）と

協議を行い、活動計画書を市長に提出しなければならない。 

（活動報告） 

第５条 隊員は、受入れ団体へ確認の上、活動月の翌月５日までに活動報告書

（以下「活動報告書」という。）を市長に提出しなければならない。 

２ 活動報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 

(1) 活動の内容や経費の内訳が確認できる書類 

(2) 活動へ出動したことが確認できる出勤簿や活動日誌等の書類 

(3) 活動経費が確認できる請求書及び領収書等の写し 

(4) 活動を実施したことが確認できる写真 

(5) 活動の実施にあたり購入した物品等が確認できる写真 

(6) その他市長が必要と認める書類 

３ 隊員は、市が定期的に実施する活動報告会に出席しなければならない。 

（執行状況の報告等） 

第６条 市長は、必要と認めるときは、隊員又は受入れ団体に対し、活動の執

行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。 
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（その他） 

第７条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

 

別表（第２条、第３条関係） 

区分 内容 経費 

活動の対価 １ 任用型隊員の報酬等 

 

報酬、費用弁償は、美作市会計年

度任用職員の給与及び費用弁償に

関する条例（令和元年美作市条例

第８号）に基づく、美作市会計年

度任用職員の給与の決定及び支給

等に関する規則（令和元年美作市

規則第15号）第20条に定めるとこ

ろによるものとする。 

２ 委託型隊員の委託料 月額233,300円を上限とする。 

活動経費 １ 住居、活動用車両の借上費 隊員の住居の借上料、活動専用車

両の借上料等 

２ 活動旅費等移動に要する経

費 

出張等の交通費、通行料金、宿泊

費等、活動専用車両の燃料費等 

３ 消耗品・作業道具等に要す

る経費 

用紙・文具等の消耗品、作業道具

等活動器具の修繕費・使用料・購

入費・燃料費等 

４ 関係者間の調整・住民や関

係者との意見交換会・活動報

告会等に要する経費 

資料等の印刷費、郵便代、会場使

用料、食糧費（会議時の飲料水）

等 

５ 隊員の研修に要する経費 教材費、研修受講料、受講申込に
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係る郵送費等 

６ 外部アドバイザーの招へい

に要する経費 

講師・専門家・指導者等に対する

謝礼、事業のコーディネートに対

する団体等への委託費等 

７ 地域住民との交流や地域お

こしに資する取組に要する経

費 

活動に係る消耗品、チラシ・ポス

ター等の印刷費、広告費、会場使

用料、委託費、材料・資材費等 

８ 隊員の活動拠点整備に要す

る経費 

隊員の活動に必要な修繕費、材

料・資材費等 

９ 隊員の定住環境整備に要す

る経費 

住居に係る修繕費、材料・資材費

等 

10 定住に向けて必要となる研

修・資格取得等に要する経費 

教材費、研修・資格取得に係る受

講料及び受講申込に係る郵送費等 

11 その他活動に要する経費 その他隊員の活動に要する諸経費 

 


